
委員会に付託

提出者に審査結果を報告

委員会で審査

審査結果を本会議に報告

本会議で議決（採択・不採択）

全議員に写しを配付

※２

持参による陳情は、その都度

取り扱いを議会開催前に行わ

れる議会運営委員会で協議し

ます。

請願の提出 陳情の提出

議会運営委員会で付託先の決定・協議 ※２

議長

※１

郵送によって提出

された陳情につい

ては、委員会及び

本会議での審査は

行わず、議員への

配付のみの取扱い

となります。

（郵送の場合 ※１）

請願・陳情の流れ

（持参の場合）

（審査になじまない場合）


